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感染症対策に関することに係るコンピュータ処理について（答申） 

 

  ２０２１年（令和３年）９月２４日付けで諮問（第１０９２号）された感

染症対策に関することに係るコンピュータ処理について，次のとおり答申し

ます。 

 

 

１  審議会の結論 

藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。

以下「条例」という。）第１８条の規定によるコンピュータ処理を行う

ことは，適当であると認められる。 

 

２  実施機関の説明要旨 

   実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たりコンピュータ処

理を行う必要性は，次のとおりである。 

(1) 諮問に至る経緯 

新型コロナウイルス感染症と診断され，自宅で療養していた者から

職場への提出や保険等請求のために，その療養していた旨の証明を求

められた場合，自宅療養証明書を発行している。 

現在，本市における療養証明書の受付については，電話で受け付け

ているが，感染者数の急速な増加により，架電や電話による様々な問

い合わせが増え，担当課以外にも問い合わせが来る等，電話による受

付が迅速に行えないことから，電子申請による受付を行うこととなっ

た。 

電子申請による受付は，コンピュータ処理に該当することから，条

例第１８条の規定に基づき，藤沢市個人情報保護制度運営審議会に諮

問するものである。 

(2) 対象手続 

自宅療養証明書発行申請 



(3) 電子申請・届出システムの利用 

   ア コンピュータ処理を行う必要性 

当該手続は，自宅療養証明書発行申請の受付を迅速に対応できる

よう２４時間受付を可能とするものであり，インターネットによる

申込みを受け付けることにより，市民の負担軽減及び利便性向上を

図るものである。多くの情報を迅速かつ正確に処理するため，コン

ピュータ処理を行う必要がある。 

   イ 電子申請・届出システムで取り扱う個人情報 

申込みに際しての個人情報は，申込者の氏名，住所，生年月日，

電話番号，使用目的，必要発行部数及び電子メールアドレスである。 

なお，住所については，療養した居住地や自宅療養証明書の送信

先が住民票に記載されている住所と異なる場合には，居住地や送信

先についても入力する。 

(4) システムの安全性 

今回利用する電子申請・届出システムは，２０１５年（平成２７年）

３月１２日付け藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第７１８号で

答申された神奈川県電子申請システムを利用する。 

   ア ネットワーク 

利用者側が通信するインターネットからのセキュリティがＦ／

Ｗ（ファイヤーウォール）等により十分に確保されている。また，

インターネット通信はＳＳＬを利用した暗号化により情報の外部

漏えいを防いでいる。 

職員は専用回線の総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用し

ている。システムのログインには，Ｆ／Ｗによるセキュリティが確

保され，ＬＧＷＡＮについても，Ｆ／Ｗ等によるセキュリティ管理

が行われている。 

   イ 施設要件 

当該システムのインターネットデータセンター施設は，ＬＧＷＡ

Ｎ－ＡＳＰの必要条件を満たしている。 

   ウ 管理基準 

システム提供事業者は，情報セキュリティポリシー及び情報セキ

ュリティガイドラインにより管理基準及び実施手順を定めている。 

運用・保守業務については，サービスに関するルールやプロセス，

体制等の改善によりサービスの品質を維持するための継続的な運

営・管理手法として，ＳＬＭ（サービスレベルマネージメント）の

運用を行っている。 

ＳＬＭについては，ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム

（ＱＭＳ），ＩＳＯ／ＩＥＣ２００００ＩＴサービスマネジメント



システム（ＩＴＳＭＳ）に適合するよう管理策を構築し，情報セキ

ュリティ基本方針を定め，情報セキュリティ対策については，ＩＳ

Ｏ／ＩＥＣ２７００１情報セキュリティマネジメントシステム（Ｉ

ＳＭＳ），ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０１７クラウドサービスセキュリテ

ィに基づく体系的な管理策を構築している。 

また，個人情報保護対策については，プライバシーマークの使用

許諾事業者認定を受けている。 

   エ 契約方法 

システムを運営する株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西と神

奈川県が提供委託業務契約を締結して運用し，本市は神奈川県と協

定を締結し，システムを利用している。また，本市はシステムを運

営する同社と神奈川電子自治体共同運営サービス電子申請システ

ム提供委託業務における個人情報の取扱いに関する協定を締結す

ることにより，個人情報を適切に管理するよう指導監督を行ってい

る。 

   オ 共同運営システムにおける本市の安全対策 

     (ｱ) 端末利用者の制限 

共同運営システムを使用する際には，担当者を限定し，端末起

動時及びスクリーンロック解除時に生体認証を行うことで，端末

利用を制限する。また，ログイン時のＩＤ及びパスワードについ

ても担当者ごとに付与することにより，不正アクセスを防止して

いる。 

     (ｲ) 受信したデータの管理 

共同運営システムで受信したデータは，紙媒体に印刷し，藤沢

市行政文書取扱規程に従い保存する。 

(5) 実施時期 

２０２１年（令和３年）９月２４日 

(6) 添付文書 

ア  通知 

     (ｱ) 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について（事務連絡 令

和２年５月１５日） 

     (ｲ) 新型コロナウイルス感染症に関する県及び保健所設置市にお

ける宿泊・自宅療養証明書の発行について（事務連絡 令和２年

５月２９日） 

イ  個人情報取扱事務届出書 

 

３  審議会の判断理由 

   当審議会は，次に述べる理由により，「１ 審議会の結論」のとおり



の判断をするものである。 

(1) コンピュータ処理を行う必要性について 

実施機関では，コンピュータ処理を行う必要性について，次のよう

に述べている。 

当該手続は，自宅療養証明書発行申請の受付を迅速に対応できるよ

う２４時間受付を可能とするものであり，インターネットによる申込

みを受け付けることにより，市民の負担軽減及び利便性向上を図るも

のである。多くの情報を迅速かつ正確に処理するため，コンピュータ

処理を行う必要がある。 

以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性が認め

られる。 

(2) 安全対策について 

実施機関が「２ 実施機関の説明要旨」(4)のアからオまでに示す

安全対策は，次のとおりである。 

ア  ネットワークを通じた情報漏えいを防止するための措置 

  ア 

イ  データの安全性を高めるための措置 

  ア 

ウ  安全対策を確認できるようにするための措置 

  イ，ウ 

エ  必要最小限の担当者以外の者がデータにアクセスできないよう

にするための措置 

  オ(ｱ) 

オ  実施機関が協定先の安全対策を確認できるようにするための措

置 

  エ 

カ  日常的な安全対策 

  オ(ｲ) 

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が講じられていると

認められる。 

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは，適当で

あると認められる。 

 

 

以  上 

 


